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招集ご通知

証券コード　4499
2025年12月８日

株　主　各　位 （電子提供措置の開始日2025年12月１日）
東京都港区六本木三丁目２番１号
株 式 会 社 S p e e e
代 表 取 締 役 大 塚 英 樹

【当社ウェブサイト】
https://speee.jp/ir/stock/meeting/

【株主総会資料　掲載ウェブサイト】
https://d.sokai.jp/4499/teiji/

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第18期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第18期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し
あげます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）につい
て電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、
いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、「第18期定時株主総会招集ご通知」をご確認くださ
い。）

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「Ｓｐｅｅｅ」又は「コー
ド」に当社証券コード「4499」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選択
して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください。）

　なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使するこ
とができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2025年12月22日（月曜日）
午後６時30分までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

敬　具
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招集ご通知

１．日 時 2025年12月23日（火曜日）午前10時（受付開始：午前９時30分）
２．場 所 東京都港区六本木三丁目２番１号

住友不動産六本木グランドタワー９Ｆ
ベルサール六本木グランドコンファレンスセンター Room C＋D
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第18期（2024年10月１日から2025年９月30日まで）事業報告、連結計算

書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第18期（2024年10月１日から2025年９月30日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

     

記

４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
(1) 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表

示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
(2) 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人として株

主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますので
ご了承ください。

以　上

◎ 本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した
書面をお送りいたします。電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定
款第15条の規定に基づき、お送りする書面には記載しておりません。なお、監査等委員会およ
び会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。

①事業報告の「新株予約権等の状況」及び「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の
運用状況」

②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」
③計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」

◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウ
ェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

◎ 株主総会にご出席の株主様への、お土産のご用意はございません。
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議決権行使のご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い
申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権
を行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示のうえ、切手を貼らずに
ご投函ください。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2025年12月23日（火曜日）
午前10時（受付開始:午前9時30分）

2025年12月22日（月曜日）
午後６時30分到着分まで

2025年12月22日（月曜日）
午後６時30分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１・２号議案

⃝ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

⃝ 一部の候補者に
反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本

書面（郵送）およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱
いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いい
たします。
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議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力する
ことなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本

見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。3

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 ９:00～21:00）

－ 4 －



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

2025/11/26 12:29:55 / 25267137_株式会社Ｓｐｅｅｅ_招集通知_電子提供措置用

当事業年度の事業の状況

（2024年10月 1 日から
2025年 9 月30日まで）
事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況
⑴　当連結会計年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
　当社グループは「解き尽くす。未来を引きよせる。」をミッションとし、創業以来培ってき
た、データ分析能力とテクノロジーを活かして、多様な産業領域のデジタルトランスフォーメ
ーションを推進しております。具体的には、デジタル化が進んでこなかった市場において生活
者（消費者）と事業者を、デジタル化を通じて最適な形でマッチングすることを目指すレガシ
ー産業DX事業、データの利活用によって企業のマーケティングを高度化することを目指すDX
コンサルティング事業及びステーブルコインを用いた国際送金ソリューション開発を行う金融
DX事業を運営しております。
　当連結会計年度におけるわが国の経済は、景気は緩やかな回復基調にあるものの、世界的な
金融引き締めや情勢不安、物価高騰などにより、依然として不透明な状況が続いております。
このような状況下、当社グループを取り巻く事業環境においては、企業のDX推進ニーズは引
き続き高く、当社サービスに対する需要は一定水準で推移いたしました。
　この結果、当連結会計年度における当社グループの経営成績は、売上高16,435,177千円
（前期比4.5％増）、営業損失685,717千円（前期は営業利益537,072千円）、経常損失
661,471千円（前期は経常利益594,327千円）、親会社株主に帰属する当期純損失950,660
千円（前期は親会社株主に帰属する当期純利益244,192千円）となりました。これは主に、
金融DX事業におけるステーブルコイン関連プロダクト開発のための積極的な先行投資を継
続・拡大したことによるものです。なお、当社グループでは、事業基盤の強化や拡大を積極的
に目指していく中、各国の会計基準の差異にとらわれることなく企業比較が可能な
EBITDA（税金等調整前当期純利益＋支払利息＋減価償却費＋のれん償却費＋減損損失）を経
営指標として重視しており、当連結会計年度のEBITDAはマイナス544,424千円（前年同期は
EBITDA717,466千円）となりました。

－ 5 －
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当事業年度の事業の状況

　セグメント別の経営成績は、次のとおりであります。

レガシー産業DX事業
　「イエウール」「ヌリカエ」「ケアスル 介護」が属するレガシー産業DX事業においては、
集客効率の悪化により、売上高は11,329,566千円（前期比2.4％増）と微増に留まりまし
た。また、セグメント利益は976,978千円（前期比25.6％減）となりました。これは、集客
効率の悪化に加え、今後の持続的な成長に向けたプロダクト開発や、ユーザとのオフライン接
点の開発などの戦略的投資を積極的に行ったことによるものです。

DXコンサルティング事業
　DXコンサルティング事業は、顧客企業のデジタルマーケティング強化及びデータ活用意欲
の高まりを背景に、案件数は前期比で微増となりましたが、顧客単価の向上やDXソリューシ
ョンのカバレッジを広げる取り組みを推進した結果、売上高は5,105,610千円（前期比9.7％
増）、セグメント利益は1,835,304千円（前期比3.0％減）となりました。

金融DX事業
　金融DX事業においては、ステーブルコインの早期実用化を目指し、クロスボーダー送金基
盤構築のために、積極的な先行開発投資を継続・拡大いたしました。
　当連結会計年度においては、特に国際的な金融ネットワークであるSwiftとの間で、ステー
ブルコインの流通に係る技術検証を完了、これを受け、本格的な商用化に向けた次のステップ
として、国内の商工中央金庫や複数の地方銀行、その他金融機関に加え、海外からも韓国の銀
行の参画が決定し、銀行との技術検証および実務検証を開始いたしました。
　また、開発体制を強化しており、採用は概ね期初計画どおりに進捗いたしました。
　当連結会計年度においては、売上高－千円（前期は1,584千円の売上高）、セグメント損失
1,264,735千円（前期はセグメント損失440,485千円）となりました。

－ 6 －
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当事業年度の事業の状況

②　設備投資の状況
　当連結会計年度において実施した設備投資の総額は、111,826千円（無形固定資産を含
む）であり、その主要な内容は建物附属設備の取得1,974千円、工具、器具及び備品の取得
37,527千円、ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定の取得70,565千円によるものでありま
す。
　なお、設備投資額には、資産除去債務に対応する除去費用の資産計上額は含まれておりませ
ん。

③　資金調達の状況
　当連結会計年度において、公募及び第三者割当による2,527,470千円の増資、金融機関より
4,000,000千円の借入を実施いたしました。

④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。

⑥　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　該当事項はありません。

－ 7 －
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直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分 第 15 期
(2022年９月期)

第 16 期
(2023年９月期)

第 17 期
(2024年９月期)

第 18 期
(当連結会計年度)
(2025年９月期)

売 上 高(千円) 11,238,835 13,605,291 15,722,196 16,435,177

経 常 利 益 又 は
経 常 損 失 （ △ ）(千円) 1,589,451 846,962 594,327 △661,471

親 会 社 株 主 に 帰 属
する当期純利益又は
親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失 （ △ ）

(千円) 1,082,511 △1,042,023 244,192 △950,660

１株当たり当期純利益
又は１株当たり当期純
損 失 （ △ ）

(円) 106.30 △100.36 22.94 △84.88

総 資 産(千円) 8,923,038 11,295,740 10,116,287 14,813,976

純 資 産(千円) 5,940,383 5,044,241 5,417,751 7,289,732

１ 株 当 た り 純 資 産 (円) 581.09 481.73 507.48 634.75

区 分 第 15 期
(2022年９月期)

第 16 期
(2023年９月期)

第 17 期
(2024年９月期)

第 18 期
(当事業年度)

(2025年９月期)
売 上 高(千円) 11,170,148 13,525,812 15,695,278 16,379,797

経 常 利 益 又 は
経 常 損 失 （ △ ）(千円) 1,587,626 899,184 688,565 △628,021

当 期 純 利 益 又 は
当 期 純 損 失 （ △ ）(千円) 1,081,738 △1,014,843 270,648 △950,153

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△) (円) 106.22 △97.74 25.43 △84.83

総 資 産(千円) 8,893,749 11,250,844 10,081,602 14,691,129

純 資 産(千円) 5,939,011 5,017,785 5,417,751 7,290,239

１ 株 当 た り 純 資 産 (円) 580.95 479.42 507.70 634.99

⑵　直前３事業年度の財産及び損益の状況
① 企業集団の財産及び損益の状況

②　当社の財産及び損益の状況
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重要な親会社及び子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

株 式 会 社 D a t a c h a i n 125,000千円 99.0％ 金融DX事業

株 式 会 社 V e l o c i t y 1,000 100.0 レガシー産業DX事業

株 式 会 社 T h i n Q  H e a l t h c a r e 100,000 100.0 DXコンサルティング事業

⑶　重要な子会社の状況
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対処すべき課題、主要な事業内容、主要な事業所

⑷　対処すべき課題
　当社が対処すべき主な課題は以下のとおりであります。

① 優秀な人材の採用と育成・活用
　今後の成長を推進するにあたり、優秀で熱意のある人材を適時に採用することが重要な課題
と認識しているため、採用の強化及び従業員が高いモチベーションをもって働ける環境や仕組
みの整備・運用を進めてまいります。今後も優秀な人材の採用とさらなる育成に投資を行って
いく方針であります。

② 高い専門性を有する人材の確保
　当社グループの継続的な事業拡大には、当社グループの経営理念に合致した志向性を持ち、
かつ高い専門性を有する人材の確保と育成が重要であると認識しております。特にエンジニア
やデータサイエンティストなどの採用においては、獲得競争が激化し、今後も人材確保には厳
しい状況が続くものと予想されます。当社グループでは、採用方法の多様化をはじめ、教育や
人材育成制度の確立などにより、人材の採用から定着に至るまでの体制準備を進めてまいりま
す。

③ 技術革新への対応
　当社グループは、データ分析技術を基盤として事業を展開しておりますが、新たなインター
ネット関連の技術革新やデータ分析技術の進歩に対してタイムリーに対応することが、今後の
事業展開上重要な要素であると認識しております。そのために、Google LLCなどインターネ
ット・サービス事業者の動向を把握し、その技術情報（動画広告技術やAI応用技術など）をい
ち早く入手すると同時に、それに対抗する独自の技術を開発することで、自社サービスの先進
性やユニーク性を確保してまいります。

④ 内部管理体制の強化
　当社グループは、急速な事業環境の変化に適応し、継続的な成長を維持していくために、内
部管理体制の強化が重要であると認識しております。このため、事業規模や成長ステージに合
わせバックオフィス機能を拡充していくとともに、経営の公正性・透明性を確保するための内
部管理体制強化に取り組んでまいります。具体的には、事業運営上のリスク管理や定期的な内
部監査の実施によるコンプライアンス体制の強化、社外役員の登用、内部統制システムを活用
した監査の実施によるコーポレート・ガバナンス機能の充実等を行ってまいります。

－ 10 －



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

2025/11/26 12:29:55 / 25267137_株式会社Ｓｐｅｅｅ_招集通知_電子提供措置用

対処すべき課題、主要な事業内容、主要な事業所

⑤ 情報セキュリティのリスク対応の強化
　当社グループは、ウィルスや不正な手段による外部からのシステム侵入、システムの障害及
び役職員・パートナー事業者の過誤による損害を防止するために、引き続き優秀な技術者の確
保や、職場環境の整備及び社内教育による情報セキュリティの強化を図ってまいります。

事 業 区 分 事 業 内 容

レ ガ シ ー 産 業 D X 事 業 リアル産業のDXを推進するマーケティングプラットフォームを運営

DXコンサルティング事業 データ活用によるマーケティングプロセス等のDX推進コンサルティング

金 融 D X 事 業 ステーブルコイン等デジタルアセット関連のプロダクト開発・運営

⑸　主要な事業内容（2025年９月30日現在）

名 称 所 在 地

本社 東京都港区

名 称 所 在 地

株式会社Datachain 東京都港区

株式会社Velocity 東京都港区

株式会社ThinQ Healthcare 東京都港区

⑹　主要な事業所（2025年９月30日現在）
①　当社

②　子会社

－ 11 －
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使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

事 業 区 分 使 用 人 数

レ ガ シ ー 産 業 D X 事 業 266 （46）名

D X コ ン サ ル テ ィ ン グ 事 業 264 （42）

金 融 D X 事 業 51 （－）

全 社 （ 共 通 ） 80 （15）

合 計 661（103）

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

601（101）名 38名増（35名減） 29.6歳 3年2ヵ月

⑺　使用人の状況（2025年９月30日現在）
①　企業集団の使用人の状況

（注）１. 使用人数は就業人員であり、臨時雇用者数（アルバイト・パートタイマーを含み、人材派遣会社から
の派遣社員を除く。）は、最近１年間の平均人員を（　）外数で記載しております。

２. 全社（共通）として記載されている使用人数は、管理部門等の報告セグメントに属していない使用人
であります。

②　当社の使用人の状況

（注） 使用人数は就業人員であり、臨時雇用者数（アルバイト・パートタイマーを含み、人材派遣会社からの
派遣社員を除く。）は、最近１年間の平均人員を（　）外数で記載しております。

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 2,142,673千円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 2,091,753

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 216,673

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 50,000

⑻　主要な借入先の状況（2025年９月30日現在）

⑼　その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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株式の状況

①　発行可能株式総数 34,840,000株
②　発行済株式の総数 11,494,750株

③　株主数 6,035名

株主名 持株数 持株比率

大塚　英樹 2,581,700株 22.48％

株式会社Ｐｒｉｎｔ 2,510,000 21.86

久田　哲史 2,196,300 19.13

渡邉　昌司 621,300 5.41

西田　正孝 104,800 0.91

本多　航 94,800 0.82

池田　卯之介 82,200 0.71

ＵＢＳ　ＡＧ　ＬＯＮＤＯＮ　ＡＳＩＡ　ＥＱＵＩＴＩＥＳ
（常任代理人：シティバンク、エヌ・エイ東京支店） 61,300 0.53

株式会社バルーン 55,000 0.47

田口　政実 54,200 0.47

株式数 交付対象者数

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。） 10,000株 5名

２．会社の現況
⑴　株式の状況（2025年９月30日現在）

（注）１. 公募による新株式発行により、発行済株式の総数は650,000株増加しております。
２. 第三者割当による新株式発行により、発行済株式の総数は109,000株増加しております。
３. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行により、発行済株式の総数は59,650株増加しており

ます。

④　大株主

（注）持株比率は自己株式（13,965株）を除して計算しております。

⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

（注）株式報酬の内容は、「２．会社の現況 ⑵会社役員の状況 ⑤当事業年度に係る取締役の報酬等の額」に記
載しております。
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会社役員の状況

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 大 塚 　 英 樹 株式会社Datachain取締役

取 締 役 久 田 　 哲 史 データプラットフォーム事業部長
株式会社Datachain代表取締役

取 締 役 渡 邉 　 昌 司 コンプル事業部長
株式会社ThinQ Healthcare代表取締役

取 締 役 西 田 　 正 孝 経営管理本部管掌役員
株式会社Velocity取締役

取 締 役 田 口 　 政 実 デジタルトランスフォーメーション事業本部長
株式会社Velocity取締役

取 締 役 長 谷 部 　 潤

クラシル株式会社社外取締役
株式会社トリドリ社外取締役
株式会社RECEPTIONIST社外取締役
ライフネット生命保険株式会社社外取締役
株式会社WARC社外取締役

取締役（常勤監査等委員） 惠 美 　 早 百 合 株式会社Datachain監査役

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 山 中 　 健 児
石嵜・山中総合法律事務所代表弁護士
ジェイレックス・コーポレーション株式会社
社外取締役（監査等委員）

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 髙 松 　 悟 髙松公認会計士・税理士事務所代表

⑵　会社役員の状況
①　取締役の状況（2025年９月30日現在）

（注）１. 取締役長谷部潤氏は、社外取締役であります。
２. 取締役（常勤監査等委員）惠美早百合氏、取締役（監査等委員）山中健児氏及び取締役（監査等委

員）髙松悟氏は、社外取締役であります。
３. 取締役（常勤監査等委員）惠美早百合氏は、税理士の資格を有し税務に関する相当程度の知見を有す

るとともに、事業会社における監査役業務に関する豊富な経験、幅広い知見を有しております。
４. 取締役（監査等委員）山中健児氏は、弁護士資格を有し、企業法務やコンプライアンス等に関する専

門的な知識を有しております。
５. 取締役（監査等委員）髙松悟氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当

程度の知見を有しております。
６. 当社では、情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、

監査・監督機能を強化するため、惠美早百合氏を常勤の監査等委員として選定しております。
７. 当社は、社外取締役（監査等委員を含む。）の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として

指定し、同取引所に届け出ております。
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会社役員の状況

②　責任限定契約の内容の概要
　当社は、会社法第427条第１項の定めにより、取締役（業務執行取締役である者を除く。）
との間で会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、200万円と会社法第425条第１項の定める最低
責任限度額とのいずれか高い額としております。

③　補償契約の内容の概要等
　該当事項はありません。

④　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で
締結しています。当該保険契約の被保険者の範囲は取締役（監査等委員であるものを除く）、
監査等委員である取締役及び当社子会社取締役（以下「役員等」といいます。）であり、取締
役会決議により被保険者は保険料を負担していません。当該保険契約により被保険者が当社ま
たは当社子会社の役員等としての業務につき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたこ
とにより、被保険者が損害賠償金及び訴訟費用を負担することで被る損害が塡補されます。た
だし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、次に掲げる事項に該当
した場合には塡補の対象としないこととしています。

・当社及び役員等が違法に利益または便宜を得た場合
・法令及び当社社内規程等に違反することを認識しながら行った行為

⑤　当事業年度に係る取締役の報酬等の額
１．役員報酬等の内容の決定に関する方法
　　　当社は2024年12月20日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係

る決定方針を決議しております。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等
について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された
決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断して
おります。

２．本報酬の個人別報酬等の額の決定に関する方針
　　　当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数、他社水準並

びに当社の業績を考慮に入れ、総合的に勘案して決定しております。
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会社役員の状況

区 分 報酬等の総額
（千円）

報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額 （ 千 円 ） 対象となる
役員の員数

（名）基本報酬 業績連動報酬 非金銭報酬等

取締役(監査等委員を除く)
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

194,537
（5,400）

152,100
（5,400） － 42,437

（－）
6

（1）
取 締 役 ( 監 査 等 委 員 )
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

14,400
（14,400）

14,400
（14,400） － － 3

（3）
合 計

（ う ち 社 外 役 員 ）
208,937

（19,800）
166,500

（19,800） － 42,437
（－）

9
（4）

３．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
　　　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬額については、取締役会の

決議に基づき代表取締役がその具体内容について委任を受けるものとし、その権限の内容
は、各取締役の固定報酬の額です。

４．取締役個別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
　　　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬額については、取締役会の

決議に基づき代表取締役大塚英樹氏がその具体的内容について委任を受けるものとしてい
ます。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評
価を行うには代表取締役が適していると判断したためです。その権限の内容は、各取締役
の固定報酬の額です。

　当事業年度に係る報酬等の総額

（注）1. 2024年12月20日開催の定時株主総会において、取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、年
額300,000千円以内（うち社外取締役30,000千円）と決議されております。当該株主総会終結時点
の取締役（監査等委員を除く）の員数は６名（うち社外取締役は１名）です。また、金銭報酬とは別
枠で、2022年12月16日開催の定時株主総会において、株式報酬の額として年額100,000千円以
内、株式数の上限を50,000株以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監
査等委員を除く）の員数は６名です。

2. 2021年12月17日開催の定時株主総会において、取締役（監査等委員）の報酬限度額は、年額
100,000千円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員）の員数は３
名です。

3. 非金銭報酬等は、信託型ストックオプションの源泉所得税の要納付額相当分等に対する代替的な報酬
及び譲渡制限付株式報酬の当事業年度における費用計上額が含まれております。また、当事業年度に
おける譲渡制限付株式報酬の交付状況は「２．会社の現況 ⑴ 株式の状況 ⑤当事業年度中に職務執行
の対価として当社役員に対し交付した株式の状況」に記載しております。
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会社役員の状況

出 席 状 況 、 発 言 状 況 及 び 社 外 取 締 役 に
期 待 さ れ る 役 割 に 関 し て 行 っ た 職 務 の 概 要

取締役 長谷部　潤
当事業年度に開催された取締役会19回の全てに出席いたしました。出
席した取締役会において、他社における会社役員としての豊富な経験及
び見識に基づき、経営全般の観点から適宜発言を行っております。

取締役
（監査等委員） 惠美　早百合

当事業年度に開催された取締役会19回の全て、監査等委員会13回の全
てに出席いたしました。出席した取締役会及び監査等委員会において、
他事業会社における監査役の経験及び見識に基づき、適宜発言を行って
おります。

取締役
（監査等委員） 山中　健児

当事業年度に開催された取締役会19回の全て、監査等委員会13回の全
てに出席いたしました。出席した取締役会及び監査等委員会において、
主に弁護士としての専門的見地から適宜発言を行っております。

取締役
（監査等委員） 髙松　　悟

当事業年度に開催された取締役会19回の全て、監査等委員会13回の全
てに出席いたしました。出席した取締役会及び監査等委員会において、
主に公認会計士・税理士としての専門的見地から適宜発言を行っており
ます。

⑥　社外役員に関する事項
ａ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役長谷部潤氏は、ライフネット生命保険株式会社社外取締役、クラシル株式会社社外
取締役、株式会社RECEPTIONIST社外取締役、株式会社WARC社外取締役及び株式会社
トリドリ社外取締役であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。

・取締役（監査等委員）惠美早百合氏は、株式会社Datachainの監査役であります。なお、
株式会社Datachainは当社の子会社であります。

・取締役（監査等委員）山中健児氏は、石嵜・山中総合法律事務所の代表弁護士、ジェイレ
ックス・コーポレーション株式会社社外取締役（監査等委員）であります。当社と兼職先
との間には特別の関係はありません。

・取締役（監査等委員）髙松悟氏は、髙松公認会計士・税理士事務所の代表であります。当
社と兼職先との間には特別の関係はありません。

ｂ．社外役員が当社の親会社等又はその子会社等（当社を除く）から受けた役員報酬等の総額
該当事項はありません。

ｃ．当事業年度における主な活動状況
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会計監査人の状況

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 36,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 36,000

⑶　会計監査人の状況
①　名称　　　　　　　　　　有限責任 あずさ監査法人

②　報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠
などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同
意の判断をいたしました。

③　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した
場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたしま
す。
　また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると
認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、
監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計
監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

④　責任限定契約の内容の概要
　当社と有限責任 あずさ監査法人は、責任限定契約を締結しておりません。

⑤　補償契約の内容の概要等
　補償契約は締結しておりません。
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会社の支配に関する基本方針、剰余金の配当等の決定に関する方針

３．会社の支配に関する基本方針
　該当事項はありません。

４．剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして位置付けておりますが、財務体質
の強化と事業拡大のための内部留保の充実等を図り、収益基盤の多様化や収益力強化のための投資
に充当することが株主に対する最大の利益還元につながると認識しております。
　このことから創業以来配当は実施しておらず、今後においても当面は内部留保の充実を図る方針
であります。
　内部留保資金については、財務体質の強化と人員の拡充・育成をはじめとした収益基盤の多様化
や収益力強化のための投資に活用する方針であります。
　将来的には、収益力の強化や事業基盤の整備を実施しつつ、内部留保の充実状況及び企業を取り
巻く事業環境を勘案した上で、株主に対して安定的かつ継続的な利益還元を実施する方針でありま
すが、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期等については未定であります。
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連結貸借対照表

科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資  産  の  部 ） （ 負  債  の  部 ）

流 動 資 産 13,022,957 流 動 負 債 4,210,612
現 金 及 び 預 金 9,395,236 買 掛 金 582,586
受 取 手 形 及 び 売 掛 金 3,084,137 １年内返済予定の長期借入金 1,370,568
そ の 他 628,076 未 払 金 1,130,495
貸 倒 引 当 金 △84,492 未 払 法 人 税 等 87,674

固 定 資 産 1,791,019 賞 与 引 当 金 393,148
有 形 固 定 資 産 368,529 そ の 他 646,139
建 物 附 属 設 備 267,065 固 定 負 債 3,313,632
工 具 、 器 具 及 び 備 品 101,463 長 期 借 入 金 3,130,531

無 形 固 定 資 産 49,306 資 産 除 去 債 務 168,851
ソ フ ト ウ エ ア 47,345 賞 与 引 当 金 14,250
そ の 他 1,961 負 債 合 計 7,524,244

投 資 そ の 他 の 資 産 1,373,183 （ 純  資  産  の  部 ）
投 資 有 価 証 券 234,439 株 主 資 本 7,287,469
繰 延 税 金 資 産 352,440 資 本 金 2,900,629
敷 金 652,655 資 本 剰 余 金 2,940,639
そ の 他 133,649 利 益 剰 余 金 1,447,912
貸 倒 引 当 金 △0 自 己 株 式 △1,712

新 株 予 約 権 2,263
純 資 産 合 計 7,289,732

資 産 合 計 14,813,976 負 債 純 資 産 合 計 14,813,976

連 結 貸 借 対 照 表
（2025年９月30日現在）

（単位：千円）
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連結損益計算書

（2024年10月 1 日から
2025年 9 月30日まで）

科 目 金 額
売 上 高 16,435,177
売 上 原 価 3,622,834
売 上 総 利 益 12,812,342
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 13,498,060
営 業 損 失 △ 685,717
営 業 外 収 益

受 取 利 息 9,749
受 取 手 数 料 23,845
違 約 金 収 入 7,375
そ の 他 18,472 59,442

営 業 外 費 用
支 払 利 息 17,186
投 資 事 業 組 合 運 用 損 3,695
株 式 交 付 費 14,315 35,196

経 常 損 失 △661,471
特 別 損 失

減 損 損 失 108,444 108,444
税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 △ 769,915
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 204,308
法 人 税 等 調 整 額 △ 23,563 180,744
当 期 純 損 失 △ 950,660
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 △ 950,660

連 結 損 益 計 算 書

（単位：千円）
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貸借対照表

科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資  産  の  部 ） （ 負  債  の  部 ）

流 動 資 産 13,004,504 流 動 負 債 4,087,257
現 金 及 び 預 金 8,265,346 買 掛 金 526,811
受 取 手 形 6,600 １年内返済予定の長期借入金 1,370,568
売 掛 金 3,073,181 未 払 金 1,130,624
短 期 貸 付 金 2,212,525 未 払 費 用 361,059
そ の 他 555,267 未 払 法 人 税 等 86,367
貸 倒 引 当 金 △1,108,416 賞 与 引 当 金 344,539

固 定 資 産 1,686,624 そ の 他 267,285
有 形 固 定 資 産 368,529 固 定 負 債 3,313,632
建 物 附 属 設 備 267,065 長 期 借 入 金 3,130,531
工 具 、 器 具 及 び 備 品 101,463 資 産 除 去 債 務 168,851

無 形 固 定 資 産 49,306 賞 与 引 当 金 14,250
ソ フ ト ウ エ ア 47,345 負 債 合 計 7,400,889
商 標 権 1,961 （ 純  資  産  の  部 ）

投 資 そ の 他 の 資 産 1,268,788 株 主 資 本 7,290,239
投 資 有 価 証 券 85,379 資 本 金 2,900,629
長 期 貸 付 金 1,992,500 資 本 剰 余 金 2,890,639
関 係 会 社 株 式 15,125 資 本 準 備 金 2,890,639
繰 延 税 金 資 産 350,786 利 益 剰 余 金 1,500,683
敷 金 652,655 そ の 他 利 益 剰 余 金 1,500,683
そ の 他 133,649 繰 越 利 益 剰 余 金 1,500,683
貸 倒 引 当 金 △1,961,307 自 己 株 式 △1,712

純 資 産 合 計 7,290,239
資 産 合 計 14,691,129 負 債 純 資 産 合 計 14,691,129

貸　借　対　照　表
（2025年９月30日現在）

（単位：千円）
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損益計算書

（2024年10月 1 日から
2025年 9 月30日まで）

科 目 金 額
売 上 高 16,379,797
売 上 原 価 2,714,156
売 上 総 利 益 13,665,641
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 12,979,769
営 業 利 益 685,872
営 業 外 収 益

受 取 利 息 23,396
受 取 家 賃 9,807
業 務 受 託 収 入 12,825
受 取 手 数 料 22,385
そ の 他 24,249 92,663

営 業 外 費 用
支 払 利 息 17,186
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 1,370,357
為 替 差 損 1,003
そ の 他 18,010 1,406,556

経 常 損 失 △628,021
特 別 損 失

減 損 損 失 108,444 108,444
税 引 前 当 期 純 損 失 △736,465
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 237,562
法 人 税 等 調 整 額 △23,874 213,687
当 期 純 損 失 △950,153

損　益　計　算　書

（単位：千円）
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連結会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2025年11月20日

株式会社Ｓｐｅｅｅ
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 中 山 　 博 樹
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 越 智 　 一 成

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社Ｓｐｅｅｅの2024年10月１日から2025年９
月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動
計算書及び連結注記表 について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、株式会社Ｓｐｅｅｅ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況
を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
おける当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我
が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
ることにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の
職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその
他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
る。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を
報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結会計監査報告

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結
計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手

続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるか
どうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算
書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合
は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日ま
でに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可
能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基
礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠
を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督
及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてい
る場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について
報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以　上
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個別会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2025年11月20日

株式会社Ｓｐｅｅｅ
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 中 山 　 博 樹
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 越 智 　 一 成

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社Ｓｐｅｅｅの2024年10月１日から
2025年９月30日までの第18期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算
書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
おける当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
ることにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の
職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他
の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま
た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を
報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告

－ 26 －
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個別会計監査報告

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適
正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽
表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類
等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手

続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等
の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計
算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎とな
る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてい
る場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について
報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2024年10月1日から2025年9月30日までの第18期事業年度における取締役の職務の執行
を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。
１．監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並
びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及
び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法
で監査を実施いたしました。
①監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、内部監査部門

等と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、
必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況
を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を
図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計
監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人か
ら「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）
を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じ
て説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システム

に関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年11月21日
株 式 会 社 S p e e e 　 監 査 等 委 員 会
常勤監査等委員 惠 美 早 百 合 ㊞
監 査 等 委 員 山 中 健 児 ㊞
監 査 等 委 員 髙 松 　 悟 ㊞

（注）監査等委員惠美早百合、山中健児及び髙松悟は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社
外取締役であります。

監査等委員会の監査報告

以　上
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第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

候補者
番　号

ふ り が な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重   要   な   兼   職   の   状   況 ）

所 有 す る
当社の株式数

１
おお
大

 

　
つか
塚

 

　
 

　
 

　
ひで
英

 

　
き
樹

(1985年８月23日)

    2008年    3 月 当社入社
    2011年    6 月 当社代表取締役（現任） 2,636,700株

（重要な兼職の状況）株式会社Datachain取締役

２
ひさ
久

 

　
た
田

 

　
 

　
 

　
てつ
哲

 

　
し
史

(1984年９月４日)

    2007年    11月 当社設立　代表取締役
    2011年    6 月 当社取締役
    2018年    2 月 当社取締役データプラットフォーム事業部長

　　　　　　（現任）
4,706,300株

（重要な兼職の状況）株式会社Datachain代表取締役

３
わた
渡

 

　
なべ
邉

 

　
 

　
 

　
しょう
昌

 

　
じ
司

(1981年１月14日)

    2005年    4 月 株式会社アイレップ入社
    2008年    1 月 株式会社シーエー・モバイル（現株式会社CAM）

入社
    2008年    12月 当社入社
    2009年    3 月 当社取締役
    2018年    4 月 当社取締役コンプル事業部長（現任）

621,300株

（重要な兼職の状況）株式会社ThinQ Healthcare代表取締役

４
にし
西

 

　
だ
田

 

　
 

　
 

　
まさ
正

 

　
たか
孝

(1979年７月30日)

    2002年    10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
    2006年    8 月 株式会社ネオキャリア入社
    2008年    9 月 SBIRobo株式会社入社
    2009年    4 月 当社入社
    2009年    12月 当社取締役経営管理本部管掌役員（現任）

104,800株

（重要な兼職の状況）株式会社Velocity取締役

株主総会参考書類

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（６名）は、本総会
終結の時をもって任期満了となります。
　つきましては、取締役６名の選任をお願いしたいと存じます。
　なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、取締役の監督と執行のあり方、取締役候補
者の選任基準等を確認し、検討を行いました。その結果、各候補者の当事業年度における業務執行状
況及び業績等を勘案し、すべての候補者について適任であると判断しております。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
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第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

候補者
番　号

ふ り が な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重   要   な   兼   職   の   状   況 ）

所 有 す る
当社の株式数

５
た
田

 

　
ぐち
口

 

　
 

　
 

　
まさ
政

 

　
み
実

(1972年４月３日)

    1997年    4 月 株式会社ナムコ（現株式会社バンダイナムコエンタ
ーテインメント）入社

    2002年    5 月 株式会社エディア入社
    2007年    3 月 同社　取締役事業本部長
    2007年    5 月 韓国株式会社エディア・コリア（現韓国株式会社ナ

ビクエスト）理事
    2012年    5 月 株式会社エディア取締役副社長最高執行責任者

（COO）
    2017年    8 月 当社取締役デジタルトランスフォーメーション事業

本部長（現任）

54,200株

（重要な兼職の状況）株式会社Velocity取締役

６
は
長

 

　
せ
谷

 

　
べ
部

 

　
 

　
 

　
じゅん
潤

(1965年11月９日)

    1990年    4 月 大和証券株式会社入社
    2000年    7 月 株式会社大和総研入社
    2009年    8 月 大和証券エスエムビーシー株式会社（現大和証券株

式会社）金融証券研究所転籍
    2010年    7 月 株式会社コロプラ取締役
    2019年    1 月 当社社外取締役（現任）
    2020年    4 月 dely株式会社（現クラシル株式会社）社外取締役

（現任）
    2020年    11月 株式会社トリドリ社外取締役（現任）
    2021年    1 月 株式会社RECEPTIONIST社外取締役（現任）
    2022年    6 月 ライフネット生命保険株式会社社外取締役（現任）
    2022年    11月 株式会社WARC社外取締役（現任）

―株

（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 大塚英樹氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社バルーンが所有する株式数を含んでおりま

す。
３. 久田哲史氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Printが所有する株式数を含んでおりま

す。
４. 長谷部潤氏は、社外取締役候補者であります。就任してからの年数は、本総会終結の時をもって、6年11ヶ

月となります。
５. 長谷部潤氏を社外取締役候補者とした理由は、事業会社の取締役を務めた経験を有しており、豊富な知見か

ら経営戦略を始めとした会社経営に関する助言・提言を期待したためであります。
６. 当社は、長谷部潤氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を

－ 30 －
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第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、200万円以上で予め定めた
額と会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としており、長谷部潤氏の再任が承認
された場合は、同氏との当該契約を継続する予定であります。

７. 当社は、長谷部潤氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏が再任された
場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

８. 当社は、会社法第430条の３に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当
該保険契約により、被保険者が負担することとなる役員等としての職務執行に関し責任を負うこと又は当該
責任の追及に係る請求を受けることによって発生する損害を補填することとしております。各候補者が取締
役に再任された場合には、当該保険契約の被保険者に含められることになります。なお、当該役員等賠償責
任保険契約のその他内容は事業報告15頁「２．会社の現況 ⑵ 会社役員の状況 ④役員等賠償責任保険契約
の内容の概要等」に記載の通りです。

－ 31 －
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第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

候補者
番　号

ふ り が な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重   要   な   兼   職   の   状   況 ）

所 有 す る
当社の株式数

１
え
惠

 

　
み
美

 

　
さ
早 

ゆ
百 

り
合

(1978年８月１日)

    2003年    4 月 株式会社平沢コミュニケーションズ入社
    2004年    2 月 株式会社リサ・パートナーズ入社
    2007年    2 月 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社入社
    2013年    12月 株式会社みんなのウェディング（現株式会社くふう

ウェディング）入社
    2016年    3 月 株式会社マーズフラッグ入社
    2021年    12月 バヅクリ株式会社常勤監査役
    2023年    12月 当社社外取締役（常勤監査等委員）（現任）

―株

（重要な兼職の状況）株式会社Datachain監査役

２
やま
山

 

　
なか
中

 

　
 

　
けん
健

 

　
じ
児

(1970年11月25日)

    1998年    4 月 弁護士登録、石嵜信憲法律事務所（現石嵜・山中総
合法律事務所）入所

    2007年    8 月 同所パートナー就任
    2009年    9 月 当社監査役
    2013年    1 月 石嵜・山中総合法律事務所代表弁護士就任（現任）
    2015年    1 月 ジェイレックス・コーポレーション株式会社

社外取締役（監査等委員）（現任）
    2021年    12月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）

―株

３
たか
髙

 

　
まつ
松

 

　
 

　
 

　
さとる
悟

(1970年12月17日)

    1994年    4 月 株式会社千趣会入社
    1998年    10月 中央青山監査法人（現PwC Japan有限責任監査法

人）入所
    2001年    2 月 新創税理士法人・新創監査法人・新創コンサルティ

ング株式会社入社
    2006年    2 月 野村證券株式会社入社
    2007年    9 月 髙松公認会計士・税理士事務所代表（現任）
    2017年    12月 当社監査役
    2021年    12月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）

―株

第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
　本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役全員（３名）が任期満了となりますので、新た
に監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
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第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 惠美早百合氏、山中健児氏及び髙松悟氏は、社外取締役（監査等委員）候補者であります。惠美早百合氏、

山中健児氏及び髙松悟氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、それぞれの在任期間
は、本総会終結の時をもって惠美早百合氏が２年、山中健児氏及び髙松悟氏が４年となります。

(1) 惠美早百合氏は、事業会社における監査役業務に関する豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般
の監視と有効な助言により、取締役会の機能が強化されることを期待し、社外取締役として選任をお願い
するものであります。

(2) 山中健児氏は、パートナー弁護士として数々の企業経営法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、
法律に関する高い見識等を有しており、当社の経営への適切な監視、監督により、取締役会の機能が強化
されることを期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

(3) 髙松悟氏は、公認会計士・税理士として財務及び会計に関する豊富な知識や他社における社外監査役とし
て培われた幅広い知見を有しており、客観的かつ中立な立場での助言により、取締役会の機能が強化され
ることを期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

３. 当社は、惠美早百合氏、山中健児氏及び髙松悟氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第
423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額
は、200万円以上で予め定めた額と会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額として
おります。各氏が社外取締役として選任された場合、当社は各氏との間で上記責任限定契約を締結する予定
であります。

４. 当社は、惠美早百合氏、山中健児氏及び髙松悟氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出て
おります。各氏の選任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

以上

－ 33 －
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地図
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フォントを採用しています。

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

◎株主総会にご出席の株主様への、お土産のご用意はございません。


